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令和８年度一般廃棄物処理実施計画 

                   

１ 目 的 

 久慈市内における生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な

処理を行うため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）

第６条第１項の規定により、一般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な単年度ごと

の事業計画を定めるものである。 

 

２ 計画期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月3 1日までとする。 

 

３ 計画区域 

  久慈市全域（計画人口 31,202 人、面積 623.50 ㎢） 

  ※数値は本市の一般廃棄物処理基本計画より引用。 

 

４ 計画の対象等 

  本計画は、一般廃棄物（ごみ、生活排水）を対象とし、ごみ処理実施計画と生活排

水処理実施計画を策定する。 
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５ ごみ処理実施計画 

５－１ 排出量の推移及び見込み  

（単位：ｔ） 

年度 
燃える

ごみ 

燃 え な

いごみ 

   資源物 ※資源物集団回収量を除く 
合計 

缶類 ビン類 発泡・PET 紙類 プラスチック製容器包装 古着 小型家電 小計 

R4 10,144 536 105 285 103 504 158 10 38 1,203 11,883 

R5 9,651 514 94 281 100 439 152 15 40 1,121 11,286 

R6 9,553 495 79 257 90 378 144 16 40 1,004 11,052 

R7 10,164 549 119 293 100 560 167 21 31 1,291 12,004 

R8 10,043 539 119 293 101 561 173 21 31 1,299 11,881 

R9 9,922 529 119 293 103 561 179 21 31 1,307 11,758 

※ R4～R6 年度は一般廃棄物処理実態調査報告数値より引用。R7～R9 年度は本市一般

廃棄物処理基本計画より引用。 

なお、小数点第１位を四捨五入し整数表記しているため、各値の和が合計値と一致

しない場合がある。 

 

５－２ 資源化・減量化計画 

① 総ごみ量の減量化 

ア 住民による発生・排出抑制 

・  生ごみについては、コンポストなどを利用した堆肥化の推進や水切りの重

要性の周知を行い、減量化及び資源化を意識できるように働き掛ける。 

・  関係団体等と連携し、材料を無駄にしない献立・調理方法の周知及び研修

会の実施等により、生ごみの排出抑制に努める。 

・  買い物に行く際は、買い物袋を持参するとともに、過剰包装を断り、使い

捨て製品や無駄なものの購入をやめ、「ごみになるものを買わない意識」の

定着を図る。 

イ 事業者による発生・排出抑制 

 ・ 事業所から発生するすべてのごみについて、事業者としての社会的責任の    

もと、自己処理の原則を遵守し、自ら排出しているごみの量を把握するとと 

もに、適正な処理と減量化が行われるよう十分な対策を講じる。 

・  多量排出事業者については、廃棄物減量計画の作成等による計画的なごみ

減量に取り組むとともに、一層の分別や先進リサイクルシステムの導入につ

いて検討する。 

ウ 行政による発生・排出抑制のための環境づくり 

・  ごみ分別に関する説明会の実施などにより、市民のごみ分別に対する意識



 - 4 - 

醸成を図り、ごみの適正処理を推進する。また、長期的な視点のもと、生活

系ごみの有料化等について久慈広域連合及び関係市町村と協議を進める。 

  ② 再生利用の向上 

  ア 資源物の分別収集を継続するとともに、使用済み小型家電、古着の回収ボッ

クスを有効に活用した取り組みを検討する。 

  イ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和４年４月１日に

施行されたことを受け、プラスチック使用製品廃棄物のリサイクル実施に向け、

久慈広域連合及び構成市町村と協議を進める。 

  ウ 中間処理した焼却灰の一部は、セメントの原料としてリサイクルするため、民間

のセメント原料化施設へ処理を委託する。 

 

５－３ 収集・運搬計画 

① ごみの分別及び排出方法 

ア 家庭系ごみ 

家庭系ごみについては、次表に掲げる分別区分ごとに定められた排出方法に

より排出する。 

分別区分 ごみの種類 収集回数 排出形態 収集方式 

燃えるごみ 

生ごみ類（台所ごみ）、紙類（資源物を

除いたもの）、ゴム、革製品類、木、草

類、布、繊維、プラスチック類で焼却処

理が適当なもの 

週１回～ 

 週２回 

久慈市指

定ごみ袋 

 

 

 

 

 

 

ごみ 

集積場 

 

 

 

 

 

燃えないごみ 

金属類（ポット、ヤカン、鍋等）、びん

類（資源物を除いたもの）、小型電化製

品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、

洗 

濯機、衣類乾燥機の家電４品目及び小

型充電式電池並びに小型充電式電池が

取り外せない家電を除く）、ガラス・陶

磁器類（茶碗、皿等）等で破砕処理が可

能なもの 

月１回 

資 
 

源 
 

物 

空き缶 
スチール缶､アルミ缶(共に飲料用に限

る) 

月２回 

透明又は

半透明な

袋 ペット 

ボトル 
ＰＥＴ１マークのついているボトル 

発泡スチロ

ール 
電気製品の緩衝材を除く魚箱等 

透明又は

半透明な

袋、若し
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くはひも

で束ねる 

びん類 

飲料用のびん､食品保存のびん､薬のび

ん､化粧品のびん､ジャム等調味料のび

ん 

透明又は

半透明な

袋 

紙パック 

牛乳、コーヒー、ジュース、酒、焼酎等

飲料用のパック（アルミニウムが使用

されていないもの） ひもで十

字に束ね

る 段ボール 段ボール 

新聞紙 新聞紙（広告を含む） 

雑がみ 
雑誌・本・カタログ・紙箱・封筒・ハガ

キ・コピー用紙・包装紙などの紙類全般 

上記の

他､紙袋

等に入れ

る 

プラスチッ

ク製容器包

装 

プラスチック製の容器包装類（ただし、

汚れが落ちないものを除く。) 

透明又は

半透明な

袋 

 

 
使用済 

小型家電 

家電リサイクル法の対象となる家電４

品目を除く使用済小型家電（小型家電

リサイクル法対象品目） 

― ― 

ごみ集積場

※、小型家

電回収ボッ

クス(市内

10か所)又

は直接搬入 

 
古着 衣類全般、服飾雑貨 ― ― 

古着回収

ボックス 

可燃性粗大ごみ 

机、イス、ベッド（木製）、畳等60cm四

方×100cm以上又は1袋1束の重量が

20Kg以上のもの 
― ― 直接搬入 

不燃性粗大ごみ 

机、イス、ベッド（金属製）、自転車等

60cm×100cm以上又は１袋１束の重量

が20kg以上のもの 
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処理困難物 

コンクリートくず、レンガ、瓦、ガスボ

ンベ、消火器、ペンキ、タイヤ、オイル、

ガソリン、灯油、シンナー類、薬品類、

農薬、二輪車、バッテリー、ドラム缶、

建築廃材、耐火ボード、汚泥、ボイラー、

焼却炉、農機具、業務用冷蔵庫、ストッ

カー、自動販売機、スプリング入りマッ

トレス（スプリングを外し、燃えるもの

と燃えないものに区分したものを除

く）、農業用廃プラ、漁業用廃プラ、在

宅医療廃棄物（注射針等鋭利な物） 

― ― 

販売店、

廃 棄 物 処

理業者、指

定 引 取 場

所、医療機

関 

（家電リサイク

ル法の対象物） 

エアコン、テレビ(ブラウン管･液晶･

プラズマ)、洗濯機･衣類乾燥機、冷蔵

庫･冷凍庫 

※パソコン等、個人情報漏洩の恐れのある使用済み小型家電については、ボックス回収

または直接搬入のみ受入可能（ごみ集積場への排出は不可。）。 

 

イ 事業系ごみ 

事業系ごみについては、事業者自らが適正に処理することを前提とし、事業

系一般廃棄物については次により処理する。 

種     類 排出方法 収集運搬方法 処理方法 

事業活動に伴

って発生する

一般廃棄物 

事業者自らが廃棄

物処理施設に搬入

する場合 

 事業者が自ら

廃棄物処理施

設へ運搬 焼却、埋立及

び資源化 一般廃棄物収集運

搬業者が搬入する

場合 

一般廃棄物収集

運搬業者との契

約に基づき排出 

一般廃棄物収

集運搬業者が

収集運搬 

 

ウ 動物の死体 

    動物の死体については、次により処理する。 

種  類 排出方法 収集運搬方法 処理方法 

動物の死体 
丈夫な袋か段ボール

に入れ密封して排出 
直接搬入 焼 却 
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② 収集運搬及び処理主体 

区   分 収集運搬 中間処理 最終処分 

家庭系ごみ 
○ 委託収集 

○ 自己搬入 久慈広域連合の各対応

廃棄物処理施設 

久慈地区最終処分場

又は引渡し業者等 
事業系ごみ 

○ 許可業者 

○ 自己搬入 

 

③ 収集日程等 

   ア 通常収集 

     燃えるごみを毎週２回（大川目地区の一部、宇部地区の一部、山根地区及び

山形地区は毎週１回）、燃えないごみは毎月１回、資源物は毎月２回、ごみ集積

場から回収を行う。 

   イ 年末年始のごみ特別収集 

     年末年始はごみ処理場の休場日が長期に渡ることから、家庭からのごみ排出

に支障が生じると予想される場合は、通常収集日の変更及び特別収集の措置を

講じるものとする。 

 

  ④ ごみ集積場 

地区名 久慈 長内 小久慈 大川目 夏井 宇部 侍浜 山根 山形 合計 

集積場数 218 74 56 54 52 66 36 34 101 691 

 ※令和８年２月末日時点 

 

５－４ 啓発・推進計画 

① ごみの分別及び適正処理に関する情報提供等 

   ア インターネットで利用できる久慈市ごみ分別辞典「ごみサク」を適宜更新し、

分別方法の周知を図る。 

   イ 令和４年度に見直しを行った「久慈市 ごみの分け方・出し方ガイドブック」

を必要世帯等に配布し、適正分別の促進を図る。また、住民からの問い合わせ

等に丁寧に対応し、住民が混乱なく使用できるよう努める。 

   ウ 広報くじ及び市ホームページ等により環境関連情報等を随時発信する。 

エ 環境講座等において、環境関連情報等の提供及び啓発を行う。 

   オ 環境パトロール員を設置し、監視活動の強化を図るとともに、投棄物の早期

発見・撤去や啓発看板の設置等を行い、不法投棄の未然防止に努める。 

   カ 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、町内会や衛生班が実施する

ごみ集積場整備活動を補助する。 

② 環境学習の充実 
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   ア 児童、生徒及び市民等が実施する環境学習の充実に努めるとともに、まちづ

くり直送便等の出前講座へ講師派遣を行う。 

   イ 久慈市衛生班連合会及びその他関係団体等との意見交換会を定期的に開催

し、環境施策に関する情報共有を行う。 

  ③ ごみ減量及びリサイクルの推進 

   ア 久慈地方産業まつりにおいて、「生活部会」の環境保全コーナーを設置し、ご

み減量施策の周知及び５Ｒの普及啓発等を行う。 

   イ 生ごみを減量するため、家庭用コンポスター等の普及促進を図る。 

   ウ 生ごみの排出を抑制するため、材料を無駄なく利用できるような献立や調理

方法などについて、関係機関と連携し、普及啓発を行う。 

   エ 「岩手県再生資源利用認定製品」の利用促進を図るとともに、当該認定制度

の周知及び活用を推進する。 

   オ プラスチック製容器包装、小型家電、雑がみなど資源物の分別方法を周知し、

資源回収量の拡大を図る。 

④ 環境活動への参加促進 

 ア 「エコ協力店いわて認定制度」の市内認定店舗の拡充を図り、環境に配慮し

た事業活動を促進する。 

 イ 地域主体の環境活動を促進するため、資源物集団回収事業を実施する地域団

体数の増加を図るため、各市民センターと連携し、周知活動を実施する。 

 ウ きれいで住みよいまちづくりを実現するため、早朝一時間清掃を実施して道

路及び公園等公共の場所の清掃美化を推進し、市民や事業者への参加促進を図

る。 

⑤ その他廃棄物行政の推進 

 ア 災害廃棄物処理の備えとして災害廃棄物処理計画の策定や民間業者等との

協定締結に努める。 

 

５－５ 一般廃棄物の広域処理（市内搬入・市外搬出） 

① 本計画の目的に鑑み、久慈広域連合を構成する市町村以外から本市に一般廃棄

物を持ち込むことを禁止する。ただし、災害や廃棄物を用いた実証試験、これに

類する特例的な対応として市長が認める場合を除く。 

② 最終処分場の延命化及び再生利用の推進を図るため、令和７年度から焼却灰及

び固化飛灰の一部を民間処分場へ搬出及び民間施設においてセメント原料化の方

法で処理を行う。行っている。 
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５－６ 廃棄物処理施設の概要 

施設の名称 所   在   地 備    考 

久慈地区ごみ焼却場 久慈市夏井町大崎第３地割95番地 
処理能力：120ｔ/24

ｈ 

久慈地区最終処分場 久慈市夏井町鳥谷第４地割23番地６ 

埋立容積：73,024 ㎥ 

（令和６年度末嵩上げ工事

後） 

久慈地区粗大ごみ処理場 久慈市夏井町鳥谷第４地割23番地６ 
処理能力：30ｔ/５

ｈ 

久慈地区再資源化処理場 久慈市夏井町鳥谷第４地割23番地６ 

処理対象：空き缶、

発泡スチロール、ペ

ットボトル、びん

類、紙類 

洋野リサイクルセンター 九戸郡洋野町種市第51地割72番地４ 

処理対象：プラス

チック製容器包装 

設置者:㈱ノブタ興

業 

 

５－７ ごみ処理支援要請 

   久慈広域連合が管理運営する廃棄物処理施設に異常な事態が発生し、処理が困難

となった場合や、災害発生等により廃棄物が大量に発生し、施設の処理能力を大き

く超えた場合等には、地域住民の生活安定及び環境保全のため、廃棄物処理につい

て次の施設へ支援要請する。 

施設の名称 所   在   地 備    考 

いわて第２ 

クリーンセンター 

九戸郡九戸村大字江刺家第20

地割48番地34 

処理能力：ロータリキルン

＆ストーカ炉 87.9ｔ/日 

溶 融 炉 13ｔ/日 
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６ 生活排水処理実施計画 

６－１ 処理人口 

                          （単位：人） 

区分 処理人口 

計画区域内人口 31,202 

水洗化 

公共下水道 11,927 

コミュニティ・プラント 68 

農・漁業集落排水施設 2,206 

合併処理浄化槽 5,265 

単独浄化槽（生活雑排水のみ未処理） 106 

非水洗化人口（汲取り） 11,630 

  ※数値は本市の一般廃棄物処理基本計画（資料編）より引用。 

 

６－２ し尿及び浄化槽汚泥処理計画 

６－２－１ し尿及び浄化槽汚泥の排出量の見込み 

                                   （単位：㎘） 

年度 し尿 浄化槽汚泥 合計 

R4 18,387 4,142 22,529 

R5 17,561 4,759 22,320 

R6 17,026 4,820 21,846 

R7 13,724 4,636 18,360 

R8 13,031 4,636 17,666 

R9 12,301 4,672 17,019 

※R4～R6 年度は一般廃棄物処理実態調査報告数値より引用。R7～R9 年度は本市一般   

廃棄物処理基本計画（資料編）より各数値を年換算したもの。 

なお、小数点第１位を四捨五入し整数表記しているため、各値の和が合計値と一致 

しない場合がある。 

 

６－２－２ し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬計画 

  ① し尿の収集運搬 

   し尿の収集・運搬は、久慈広域連合から委託を受けた委託業者が行う。 

 

② 浄化槽汚泥の収集・運搬 

浄化槽汚泥の収集・運搬は、久慈広域連合から許可を受けた許可業者が行う。 

 



 - 11 - 

 

６－２－３ し尿及び浄化槽汚泥の処理施設の概要 

施設の名称 所   在   地 備    考 

久慈地区汚泥再生 

処理センター 
九戸郡洋野町中野第７地割 30 番地 10 処理能力：105 ㎘／日 

 

６－３ 啓発・推進計画 

① 生活排水の適正処理に関する情報提供等 

   ア 広報くじ及び市ホームページ等を活用し、適正な生活排水処理の意識高揚を 

図る。 

   イ 公共下水道等生活排水処理施設整備地区における接続の促進を図る。 

   ウ 生活排水処理施設等の見学会を通じ、下水道事業の役割や仕組みの理解を深    

める。 

   エ 生活排水に対する住民の意識を確認するため、必要に応じてアンケート調査 

等を実施する。 

   オ 生活排水処理施設整備事業（公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水 

施設、コミュニティプラント、合併処理浄化槽、し尿処理）の計画的な事業推 

進を図り水洗化人口の増加に努める。 

  ② 環境教育の充実 

    生活排水やし尿の適正な処理が、水質汚濁の低減へ大きく貢献していることを

広く理解してもらうため、処理施設見学会の開催等の支援を行う。 
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参 考 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（一般廃棄物処理計画） 

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般

廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の

一般廃棄物処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

 (2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

 (3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

 (4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

 (5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

３ 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、当該市町村の区域内の

一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保

つよう努めなければならない。 

４ 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表するよう努めなければならない。 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

（一般廃棄物処理計画） 

第１条の３ 法第６条第１項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に

関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な

各年度の事業について定める実施計画により、同条第２項各号に掲げる事項を定め

るものとする。 

 


